
４ 　発注者は、公平性確保の観点や適正価格とのかい離などの理由から、本工
事の設計図書及び参考資料に明示された積算方法による内容で入札及び落札
決定をすることが不適当と判断した場合、入札及び落札決定を中止すること
ができる。

積算についての特記仕様書

１ 　本工事の設計図書及び参考資料に明示された積算方法が積算基準と異なる
場合は、本工事の設計図書及び参考資料に明示された積算方法で算定するこ
と。

２ 　本工事の設計図書及び参考資料に明示された積算方法が積算基準と異なる
項目については、新潟県森林整備工事請負契約条項（以下「請負契約条項」
という。）第19条に該当するとし、設計変更の対象とすることができる。

　本工事の設計図書及び参考資料に明示された積算方法と積算内容が異なっ
ていた場合において契約を締結する場合、請負契約条項別表に定める請負金
額を変更する場合の算定式における元設計額は積算基準に基づく設計額を用
いることとし、このことについて発注者は当初の契約後速やかに受注者と協
議する。

３

（森林整備工事）
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　請負代金額の変更は、承諾書・指示書及び施工完成図面（出来形により実施設計
書等の施工図面を修正したもの）等に基づいて行う。

（注）(　)部は該当事項を選択又は該当工種を記載すること。

5

4

一部工種
である。

　請負業者は、当初契約内容に基づく工程表を建設工事請負基準約款の定めるとこ
ろにより提出するものとする。

　請負業者は受注後、発注者から貸与される実施設計図（工事区間内の詳細設計横
断図及び構造図等を含む）に基づき、契約締結後１ヶ月以内に工事現場を照査し、
その結果を監督員に報告するとともに、施工計画書を提出し、監督員の承諾を得る
ものとする。

3

2

　請負業者は、貸与された実施設計図書及び必要に応じて監督員の承諾を得た施工
図面に基づき施工するものとする。

　また、これらの内容に変更が生じた場合には、変更に関する事項の変更施工計画
書を提出し、監督員の承諾を得るものとする。

　その対応工種は、本工事費内訳書中の

概算数量発注取扱い特記仕様書

一　部

全　体

を概算数量で発注している場合

全 工 種

1 　本工事は、標準図法（標準横断図、代表断面図等）及び簡易方法による概算数量
で積算を行い、発注している。
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３

４

根株、伐採木及び末木枝条の取扱い特記仕様書

（適用範囲）

(１) 受注者は、根株等を当該現場内で森林への自然還元として利用する場合
は、あらかじめ利用地の選定等について監督員と協議するものとする。

(２) 受注者は、根株等を自然還元利用した場合は、根株等が下流へ流出するお
それがないように、安定した状態となるよう処置（必要に応じて、棚工等
を適宜設置）しなければならない。

　この仕様書は、本工事に伴い生ずる根株、伐採木及び末木枝条（以下「根
株等」という。）の取扱いについて適用する。

１

　ただし、伐採木については、補償対象外物件に限るものとする。

２ 　この仕様書に示されない事項については、新潟県林業土木工事標準仕様書
によるものとする。

（現場内利用）
　自然還元利用

　工事用資材利用

　受注者は、根株等を当該現場内で工事用資材として利用する場合は、あら
かじめ利用方法等について監督員と協議するものとする。

(注) 森林内の工事現場における根株等の取扱いにおいて、生活環境保全上支障
のない形態で自然還元利用又は工事用資材利用することは、当該根株等は
廃棄物として規制する必要のないものである。

（その他）
５ 　現場内利用以外の根株等の取扱いについては、施工計画書の作成時に適切

な処理先を確保しなければならない。

　ただし、発注者が処理先等を請負工事指定事項総括表等の設計図書に明示
（以下「明示条件」という。）した場合は、この限りではない。

６ 　現場内利用及び明示条件等に変更が生じた場合は、設計変更等により対処
する。
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(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chisan/1356903835175.html)

「週休２日適用工事（現場閉所）」（令和７年10月）特記仕様書

　実施要領及び｢積算システムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗じら
れる単価コード一覧表｣は、新潟県ホームページから入手できる。

　現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の４週８休以上を達成し
た場合は、月単位の週休２日補正係数に設計変更する。月単位を希望して月単
位の４週８休に満たない場合、月単位を希望せずに月単位の４週８休以上を達
成した場合は、通期の週休２日補正係数のままとする。通期の４週８休に満た
ない場合は、補正分を減額変更するものとする。

　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日（現場閉
所）に取り組む旨を協議した上で工事を実施する「週休２日適用工事（現場閉
所）」（令和７年10月）受注者希望方式の対象案件である。なお、通期の週休
２日（現場閉所）について、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。

　通期の４週８休以上（現場閉所率28.5%（８日/28日）以上の水準に達する状
態）を前提に、補正対象経費に通期の週休２日補正係数を乗じて予定価格を作
成している。

　受注者は、｢「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和７年10月）実施要領｣に
基づき、月単位の週休２日（現場閉所）の取組の希望の有無を工事着手前に、
監督員と打合簿により協議するものとする。
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利用間伐における選木に関する特記仕様書 

 

１ 標準地における間伐率及び残存木の配置に準じて選木すること。 

 

２ 伐採、搬出作業の安全性、作業性の向上を図るため、監督員と協議の

上、必要に応じて、一部列状に選木を行うこと。 

 

３ 選木した立木は、胸高直径を測定のうえ幹にビニールテープ等を巻

き、ナンバーリングを行うこと。 

 

４ 選木完了後伐採前に、現地において監督員の確認を受けること。 

 

５ 監督員に、選木した立木の本数及び胸高直径を報告するとともに、選

木状況写真を提出すること。 
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■ トキの目撃情報等の連絡・相談
   トキ目撃情報専用フリーダイヤル（佐渡市トキ交流会館）
　　     0120-980-551(8:30～17:00)
     FAX:0259-24-6041（放鳥トキ情報連絡カード記入の上送信。24時間受付）
■ 上記時間以外で動けないトキを見つけた時
　 環境省佐渡自然保護官事務所　090-2324-4019

　　１　トキをやさしく静かに見守りましょう
　　２　トキに餌づけをしないようにしましょう
　　３　トキを観察するときは地域に迷惑をかけないようにしましょう
　　４　繁殖期間（３～６月）はトキの巣に近づかないようにしましょう

－佐渡市、人・トキの共生島づくり協議会、トキの野生復帰連絡協議会－

朱鷺仕様書
-トキの野生復帰を支援するための特別仕様書-

佐渡地域振興局　農林水産振興部　(森林・林業)　　　　

　新潟県では、国・佐渡市をはじめ、関係団体一丸となって「トキの野生復帰」
への取り組みを行っているところです。
　治山事業・林道事業・造林事業等の実施にあたっても、トキや自然環境に配慮
した工事を進めていくために、この仕様書を添付します。

トキに関する連絡体制の確立

・トキに関する最新情報(居場所・観察場所　等)が共有・有効利用されるよう、
　報告は確実に行ってください。

・トキを現場付近で見つけたら、速やかに監督員へ報告するとともに、下記へ
　連絡してください。

　トキに関する連絡先

トキとの共生ルールの遵守

・次の「トキとの共生ルール」を守りながら、トキのことや「トキと共生する社
　会の実現」のために自然環境のことを考えていきましょう。

　トキとの共生ルール
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